
病児保育ひまわりルームを開設します

▼開設日時　月曜日～金曜日　8時30分～17時30分
　※ただし、木曜日は8時30分～12時30分
　※ 土日祝日、お盆、年末年始、水戸病院の臨時休診日

を除く

▼場　　所　 ひまわりルーム（須恵町大字旅石86-320　
※正信会　水戸病院の向かい側）

▼対象児童　 須恵町・宇美町・志免町のいずれかに住所が
あり、保育園などに通う生後6か月から小
学6年生までの児童

　問 子育て支援課 子育て係　☎ 932-1459（ダイヤルイン）　☎ 932-1151（内線152）

▼定　　員　3人

▼利 用 料　無料

　ご利用には、事前登録・医療機関受診・利用申し込みが
必要です。ご予約などの詳細は須恵町ホームページをご
覧ください。

◦病児保育事業とは
　病気にかかっているお子さんが保育園や小学校などの集団生活が困難な状況で、保護者が仕事などの都合により家
庭保育ができない場合に、一時的にお預かりをする事業です。須恵町・宇美町・志免町の糟屋南部3町は、正信会　水戸
病院（須恵町）に委託しています。

問 学校教育課 学校教育係　☎ 687-1594（ダイヤルイン）　☎ 932-1151（内線272）

小・中学校の指定学校変更申請について

◦受付期間
 令和8年1月5日（月）～21日（水）
 （8時30分～17時15分、土日祝日を除く）
 ※ 令和8年1月21日（水）は夜間役場のため20時

まで受け付け

◦申請先
 役場2階
 学校教育課窓口

　須恵町では、住民登録をしている住所（行政区）により、就学する小中学校を指定しています。しかし、
特別な理由などで変更を希望する場合は、申請により学校を変更することができます。
　申請書の受け付けを次のとおり行いますので、変更を希望する人は、必ず期間内に申請を行なってく
ださい。
　特に、令和8年4月に新小学1年生・新中学1年生になる人は入学前の準備がありますので、期間内に必
ず申請してください。なお、申請されても変更が認められない場合がありますので、ご了承ください。
　この申請結果は、令和8年1月下旬までにご自宅に郵送で通知します。

※ 令和8年度に新小学1年生・新中学1年生を迎える保護者宛てに、入学通知書に同封して指定学校変更申請
書などの書類を、12月下旬ごろ送付予定です。受付期間内にお手元に届かない場合はご連絡ください。

須恵町
ホームページ
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学校教育課からのお知らせ

問学校教育課 学校教育係　☎ 687-1594（ダイヤルイン）　☎ 932-1151（内線272）

　就学援助は、経済的な理由によって就学が困難な児童生徒の保護者に、学用品費、給食費、新入学学用
品費、修学旅行費などの一部を援助する制度です。
　令和8年度に新小学1年生・新中学1年生となる児童生徒がいるご家庭へ、就学援助の一部である新入学
学用品費のみ先行して令和8年3月に支給を行います。希望する保護者は、期間内に申請してください。
　なお、今年度より電子申請が可能となりましたので、ぜひご利用ください。
対 象 者

 ▶ 申請期間に須恵町内に住居登録がある人で、令和8年度に須恵町立小中学校に入学する児童生徒の
保護者

 ▶就学援助認定基準により経済的に困難と認められる人
 ※生活保護（教育扶助）を受給している世帯は、対象になりません。
申請場所

 役場2階  学校教育課窓口　※電子申請の場合は、窓口での手続きはありません。
申請方法

 ▶電子申請の場合　申請期間内に須恵町ホームページから申請
 ▶窓口申請の場合　 申請期間内に学校教育課窓口で、下記❶「就学援助申請書」を提出する。下記❷お

よび❸はそれぞれの該当者のみ提出してください。
 ※その他郵送などでの受け付けはできません。
� ※住民税の申告は、必ず済ませてください。未申告の場合は審査ができないため却下となります。
申請に必要なもの

❶ 就学援助申請書（須恵町ホームページからダウンロード、もしくは2月2日（月）から、役場2階  学校教
育課窓口にも設置します。）

❷所得証明書（令和7年1月2日以降に須恵町に転入した世帯のみ18歳以上の人全員分）
❸遺族・障害年金の受給が分かる書類（該当者のみ）
申請期間

 令和8年2月2日（月）～18日（水）　8時30分～17時15分（土日祝日を除く）
 ※令和8年2月18日（水）は夜間役場のため20時まで受け付け
 ※申請期間を過ぎた場合は、対象となりません。
� ※電子申請の場合は、上記期間であれば土日祝日や時間を問わず申請が可能です。
注意事項
◉新入学準備金について認定を受けた場合
 ▶ 今回はあくまでも「入学準備金のみ」の申請です。入学後の学用品費、給食費などの援助が必要な人

は、「令和8年度就学援助制度」の申請（令和8年6月予定）が改めて必要です。
 ▶ 「令和8年度就学援助制度」を申請（令和8年6月予定）し、認定された場合、今回の新入学学用品費を

除いた金額が援助額となります。
 ▶認定通知後に他市町村へ転出された場合「新入学学用品費」を返金していただく必要があります。
◉期間内の提出漏れや審査が却下となった場合
 ▶ 「令和8年度就学援助制度」を申請（令和8年6月予定）し、認定となった場合は「新入学学用品費」は、8

月に支給されます。
◉審査基準について
 ▶ 「新入学準備金」の審査の基準は「令和7年度就学援助制度」の基準ですが、「令和8年度就学援助制度」

は、令和8年度の就学援助制度の審査基準になりますので、審査結果が変わる場合があります。

新入学準備金（就学援助）申請受け付けについて
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